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1．はじめに

20 世紀の初めのイギリス女性参政権運動において
戦闘的な手段をとる「サフラジェット」が登場したと
き１、当時の女性の規範から逸脱したこの女性参政権
活動家たちに世間は批判を浴びせた。遠く離れた当時
の日本の新聞各紙でも、サフラジェットたちの放火や
逮捕などについての報道がされ、その批判は苛烈を極
めた。

新聞報道だけでなく、日本人の中には、実際にイギ
リスの女性参政権運動を観て、記録を残している人々
もいた。たとえば、大阪朝日新聞社の記者であった長
谷川如是閑（1875-1969）は、戦闘的手段をとる女性
社会政治同盟（Women’s Social and Political Union, 
WSPU）が企画した 1910 年６月 18 日のロンドンでの
行進を見物し、その壮麗な美しさを讃えるとともに、
行進終了後に、ビールの入った「妙齢の女が細腕では
持ち上りそうもない大コップに顔を隠してグーッと一
気に飲み乾している」その光景こそが「一万人の行列
よりも凄じいデモンストレーション」であったと記述
している２。暴力的であると同時に野蛮で「非女性的」
な「サフラジェットたち」による運動は、その当時の
日本人が持っていたイギリス女性参政権運動のイメー
ジであった。しかし、同時にこの目新しい運動は、新
しい活動の方法としてアメリカのアリス・ポール

（1885-1977）による全国女性党（National Women’s 
Party, NWP）の戦闘的活動にも影響を与えた。この
ように、得てしてイギリスの女性参政権運動は悪名高
い WSPU の活動がイギリス国外でもよく知られてい
たが、その影に隠れながらも 19 世紀後半からの女性
参政権運動を引き継いだ穏健派の女性参政権協会全国
同盟（National Union of Women’s Suffrage Societies, 
NUWSS）は、第一次世界大戦前から大戦後にかけて
女性参政権に関する国際的なネットワークを結んだ国
際女性参政権同盟（International Women’s Suffrage 
Alliance, IWSA）と深く関わり、第一次世界大戦後の
平和運動の発展などに貢献したとされている。

イギリス女性参政権運動は、WSPU に代表される

戦闘派の運動と穏健派の NUWSS に代表される運動
に大きく分けられ叙述されるが、その運動形態のうち
のどちらを日本の女性参政権運動は受容したのだろう
か。本稿では、イギリスと日本の女性参政権運動の接
点を探る。

日本の女性参政権運動を主導したのは市川房枝
（1893-1981）による婦選獲得同盟（1924 年設立）であ
り、日本の女性参政権運動研究では、1920 年代以降
の動きに焦点が当たりがちである。また、婦選獲得同
盟の設立に関しては、平塚らいてう（1886-1971）と
市川による新婦人協会（1919 年設立）の影響がしば
しば言及され、日本キリスト教婦人矯風会（以下、矯
風会）の影響は過小評価されてきた３。本稿では、こ
の矯風会が、日本の女性参政権運動の幕開けに果たし
た役割の重要性を指摘し、その活動でイギリスのみな
らず国際的な女性参政権運動と日本を結びつける要と
なった矯風会の会員ガントレット恒子（1873-1953、
以下恒子）に注目したい４。

恒子に関しては、いくつか論文が存在するのみであ
り、研究がほとんどされていない５。代表的なものは
松倉真理子と安武留美の論文となる。松倉の論文は、
1920 年代の日本の女性参政権運動における恒子が果
たした役割を認め再評価しており、安武の論文は、恒
子の 1930 年代の汎太平洋婦人会議での活動を主に取
り上げている。本稿の目的のひとつは「もう一人の婦
人運動家として、ガントレット恒子が果たした役割を
再評価」した松倉と同方向であるが、特に恒子が
NUWSS および IWSA の組織の構造や運動の仕方を
学び、それを婦選獲得同盟の設立に至る初期の日本の
女性参政権運動の萌芽期に活用していたことを明らか
にしたい。同時に、日本の女性参政権運動史において
注目の薄かった日本キリスト教婦人矯風会の果たした
役割を再評価する。 

2．日本でのイギリス参政権運動の受容

まず日本キリスト教婦人矯風会とイギリスの女性参
政権運動との接点を探る前に、イギリスの女性参政権
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運動が明治期に日本でどのように紹介されたのかをた
どる。

19 世紀終わりの日本では、イギリス女性参政権運
動を紹介する文献等はほぼ存在しなかったが、それは
おそらく日本における女性の立場を反映したものだっ
たといえよう。明治時代の日本では、女性は政治的ま
たは法的な権利を有していなかった。1880 年に廃止
されるまで、妾を持つことは公的に認められた制度で
あり、また 1889 年の大日本帝国憲法は、女性の権利
を認めず、選挙権は満 25 歳以上の 15 円以上を納めて
いる男性に限定された。1890 年の集会及政社法は、
女性の政治活動を禁止し、その法律を引き継いだ
1900 年の治安警察法の第５条も、女性が政治集会に
参加することを引き続き禁止した６。したがって、日
本では女性が政治的な目的のために集うことすら違法
であり、イギリスで盛んであった女性参政権という大
義は、届く可能性のない非現実的なものだったのであ
る。当時の女権論者たちにとっては、治安警察法の改
正を求めることが、第一の目的となっていた。

つまり、19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけては、
日本の状況下では女性選挙権という女性の政治参加を
求める以前の問題であった。当時の日本ではイギリス
女性参政権運動に注目する文献は需要がなく、求めら
れていなかったのかもしれない。唯一、イギリス女性
参政権運動の思想的基盤となる最も重要な文献、ジョ
ン・スチュワート・ミル（1806-1873）による『女性
の隷従』の１章と２章のみが 1878 年に翻訳されてい
る７。ミルの『女性の隷従』のそれらの章が訳された
のは、「天」によって人間に権利が与えられたという
天賦人権論を広めるためであると同時に自由民権運動
の高揚もその背景にはあったのではないか、と金子幸
子は分析している８。　

ミルによるこの著作の全ての章が翻訳されたのは
1920 年代のことであった。この著書は、1921 年、23 年、
28 年、そして 29 年に異なる翻訳者によって翻訳され
ている。特に 1929 年の訳書は、「元始、女性は太陽で
あった」という言葉で女性解放運動家として有名な平
塚らいてうによるものであり、1920 年代になって日
本でも欧米の女性解放運動に対する興味が著しく高く
なったことをうかがわせる９。

イギリス女性参政権運動に関連する他の著作は、
1970 年代、80 年代になってからようやく日本語にも
翻訳された。たとえば、19 世紀および 20 世紀のイギ
リス女性参政権運動において中心的な指導者であった
穏健派の組織、NUWSS の会長ミリセント・ガレット・
フォーセット（1847-1929）の自伝『思ひ出すこと』
と戦闘派の WSPU の会長エメリン・パンクハースト

（1858-1928）の自伝『私の記録—婦人参政権運動の闘
士パンクハースト夫人の自伝』は、それぞれ 1986 年
と 1975 年に出版された 10。全世界的にウーマンリブ
運動が盛り上がった時期のことである。このようにイ
ギリス女性参政権に関する著作は、ようやくこの時期
に日本で翻訳されてきた。

それらに先駆けて、1920 年代に、ミルの『女性の
隷従』が複数回にわたって異なる翻訳者によって出版
されたのは、この時期に日本における女性運動が花開
きつつあったことと無関係ではないだろう。そして、
この時期に、イギリスの穏健派の女性参政権運動を日
本キリスト教婦人矯風会（Japan Women’s Christian 
Temperance Union, WCTU）の会員たちに機関誌を
通じて積極的に教育したのが恒子であった。

3．日本キリスト教婦人矯風会と女性参政権

日本キリスト教婦人矯風会（以下、矯風会）は、
1886 年に東京婦人矯風会として設立された。アメリ
カの万国婦人禁酒会よりメアリー・クレメント・レ
ヴィット（1830-1912）が宣教師として派遣されたこ
とが矯風会設立のきっかけであった 11。東京婦人矯風
会の設立当初の主要な目的は、禁酒を実現させ、公娼
を廃絶することである。しかし、設立当初から女性参
政権への関心も高かったということが、機関誌『東京
婦人矯風雑誌』からわかる。
『東京婦人矯風雑誌』は、１号が 1888 年４月に刊行

されているが、既に３号には、万国婦人禁酒会の会長
フランシス・ウィラード（1839-1898）を紹介し、禁
酒を実現するための法改正の必要性、そしてそのため
に女性参政権は必要であるという彼女の意見に言及し
ている 12。さらに、７号ではイギリス女性参政権運動
を紹介し、1889 年になると、1894 年に NUWSS の会
長となるミリセント・ガレット・フォーセットの名前
を機関誌に登場させ、彼女の演説を初めて日本で紹介
した。そして 1893 年２月には、フォーセットによる
イギリス女性参政権運動に関する翻訳記事が掲載され
た。これらの翻訳記事は、何が議会で起こっているの
かについて説明しており、マンチェスタ、ロンドン、
バーミンガム、ブラッドフォード、グラスゴーとノッ
ティンガムでの女性参政権集会に触れている 13。さら
に、「外報」では、英国婦人禁酒同盟の会長マーガレッ
ト・ブライト・ルーカス（1818-1890）の発言を引用し、

「婦人は多く請願せり、然れども百千の請願は一枚の
投票を有するに如かず、故に矯風主義の婦人は、其力
を併せて、撰擧權を得るを勉めざるべからず」と報道
した 14。『日本キリスト教婦人矯風会百年史』によると、
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この年の２月４日に、「日本全体の婦人の集会はなし、
故に我等は日本全国婦人同盟を組織すべし」という考
えの下、東京婦人矯風会を全国規模の組織に拡大して
日本キリスト教婦人矯風会を設立することを決定して
いる 15。東京婦人矯風会の設立当初だけでなく、全国
組織となった矯風会も、日本女性にとっては政治集会
もままならない状況ではあったが、その設立当初から
女性参政権の必要性を既に意識していたことに加え、
イギリスの女性参政権運動についても無知ではなかっ
たと言える 16。

また、『婦人矯風雑誌』には、英国婦人禁酒同盟の
大会報告やイギリスの自由党の女性組織である女性自
由党連盟（Women’s Liberal Association）の大会報
告が掲載されたことからも明らかなように、矯風会は
海外の情報に精通し、視野が外国へと開けた組織で
あった。それは、もちろん、この組織が、アメリカの
組織に連なるものとして設立された経緯のためでもあ
るが、矯風会の指導者たちの国際性をよく表している。
実際、東京の麹町に櫻井女学校を設立したことで知ら
れる櫻井ちか（1855-1928）は、1893 年にシカゴで開
催された矯風会世界大会に出席するなど海外渡航の困
難な時代に会議に出席していた 17。また、1916 年に
はアメリカの婦人禁酒会が会員の啓蒙を目的として発
行した雑誌『 禁

テンペランス・エデュケーショナル・クォータリー

酒 教 育 四 季 報 』の中で、矯
風会の初代会長であった矢嶋楫子（1833-1925）のそ
れまでの貢献が讃えられ、詩が贈られている 18。こう
した国際性に富んだ海外の情報にも貪欲な組織の中
で、恒子は、イギリスの女性参政権運動を紹介し、女
性参政権の必要性を会員に伝えた。まず、恒子がどの
ようにしてイギリスの女性参政権運動を知るように
なったのかを見ていこう。

4．�ガントレット恒子とイギリスと国際女性参政権同
盟（IWSA）

上述したように、矯風会は、設立当初から女性参政
権に関心を持っており、イギリス女性参政権運動の情
報などを時折掲載するなど、女性参政権も将来の目的
として視野に入れていたと考えられる。そして、1920
年代になると、矯風会の目的に正式に女性参政権が加
わった。そのきっかけとなったのが、恒子である。

恒子は、山田恒として、元武士階級の家庭の娘とし
て 1873 年 10 月 26 日に愛知県三河國碧海郡箕輪村に
生まれた。明治維新後、父、山田謙三は商人となって
おり、恒子の自伝によると、「父の放蕩生活」が始まっ
たという 19。恒子をキリスト教と社会事業へと導いた
のは、やはりキリスト教徒であり、医師であった叔父、

大塚正心（1845-1926）と叔母のかね（1855-1946）であっ
た 20。

幼少期は、父の家庭内暴力に母は耐えなければなら
ず、恒子はしばしば叔父の家庭に預けられた。そして
６歳の時に櫻井女学校に通うこととなった。櫻井女学
校は、1876 年に東京の麹町に櫻井ちかによって設立
され、のちに矯風会会長となる矢嶋楫子も経営に関
わったキリスト教のミッション・スクールである 21。
恒子は、常に欧米出身の宣教師に囲まれ、海外に留学
した経験はなくとも英語の能力を伸ばし、17 歳で卒
業した後、その能力を活かして教師となった。群馬県
前橋の共愛女学校に勤務した際に、恒子は矢嶋楫子の
姪にあたる久布白落実（1882-1972）と出会った 22。
この久布白も、矯風会で女性参政権を恒子とともに宣
伝した協力者であった。

やがて恒子の夫となる、ウェールズ出身の英語教師
ジョージ・エドワード・L・ガントレット（1868-1956）
は、彼女の英語能力を一層向上させた 23。恒子がヨー
ロッパの女性運動のあり方を学んだのは、彼女の高い
英語力と女性宣教師や欧米の活動家たちとの親しい交
流関係であったと安武が指摘しているように 24、英語
力は海外とのネットワーク構築に不可欠であった。

恒子とエドワードが結婚したのは、1898 年のこと
である。彼女は、1895 年から矢嶋に勧められ、矯風
会に属してはいたが、当初はこの組織の活動に熱心で
はなかった。しかし、1903 年に、アメリカの万国婦
人禁酒会から派遣された宣教師カーラ・スマートの通
訳を務めたことで、転機が訪れたのだった 25。スマー
トについて日本各地を回りながら、矯風会の設立を手
助けしていく中で、恒子は矯風会の活動に精通して
いった 26。

そして、1920 年４月、恒子は矢嶋楫子と共に、ロ
ンドンで開催された第 10 回世界婦人矯風会議に出席
した。これが、恒子にとっても矢嶋にとっても最初の
海外渡航であり、恒子を参政権運動への導く大きな転
機となった 27。

第一次世界大戦が終了した直後の大会であったこと
もあり、各国から集まった代表はこの会議で熱狂的な
議論を繰り広げた。禁酒はもちろんのこと、平和、純
潔、女性参政権についても議論された。恒子は、依頼
されて日本の着物を身につけており 28、視覚的な効果
に後押しされてか、欧米の淑女たちに大きな衝撃を与
えたという。「東洋からの代表らは、最もピクチャレ
スクで最も新聞記者に写真を撮られた」と報告され、
さらに恒子は以下のように描写されている。

ガントレット夫人は、大会で演説者として
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引っ張りだこでした。彼女の英語運用能力
は驚くべきものであり、彼女の人格そして
演台上での演説は作ることのない賞賛を引
き起こしました 29。

世界婦人矯風会議への出席は、恒子にさらなる機会
を提供した。驚くべきことに彼女は、スイスのジュネー
ヴで６月に行われる第８回 IWSA 会議への出席を誘
われたのだった。IWSA は、1902 年にアメリカの女
性参政権活動家キャリー・チャップマン・キャット

（1859-1947）とイギリスのフォーセットを含む 11 名
の女性参政権論者らが設立した組織である。その目的
は、女性参政権を実現させるために、各国の女性参政
権組織を国際的に繋げることであった 30。

当初、恒子が、イギリスにいる義母に参加を相談し
た際には、女性参政権論者は全てサフラジェットであ
るというイメージを抱いていたため、会議への参加に
強く反対されたという 31。義母の中で、女性参政権運
動とイギリスの WSPU による戦闘的活動家のイメー
ジが強く結びついていたことがわかる。また、恒子も
当初は同様の考えを抱いていた。しかし、会議後、彼
女は、「私は想像に反して美しく女らしい婦人の團體
であることを見出して嬉しく思ひました」と記してい
る 32。また別の記事では、「さぞ石のやうな中性的婦
人が集まつてゐるだらう」と想像していたと述べられ
ている 33。会議に参加する前は、女性参政権を求める
女性たちは、「女性らしさ」を失った女性であるとい
うイメージを恒子は強く抱いていたようである。読売
新聞によるインタビューの中で、彼女は、「それで他
の國の代表者が、日本婦人としてこの會をどう見るか、
と尋ねましたから、かう云ふ女らしいおだやかなもの
なら、勿論賛成だと云ひました…」と答えた 34。

IWSA の大会から恒子が学んだのは、女性参政権を
求める女性は普通の美しい女性たちであり、したがっ
て、「特種の婦人のみに熱求するものではなく、凡て
の女性に當然與へらるべきもの」であるということ
だった 35。さらに、女性参政権は、世界平和、家庭内
の平和、そして人類の幸福につながるということを
知った 36。彼女は中でも特に、以下のようなドイツ代
表の発言に感銘を受けたという。 

私共が四年前に参政権を持つてゐたらこの
戰爭は防ぎ得られたのではないだらうか、
戰爭こそは家庭の破壊である。婦人たちは
絕對に戰爭を排撃する。世界各國の婦人が
参政権を得て世界平和確立のために盡力す
ることを望む 37。

このように、恒子にとって、平和と女性参政権は一
体のものであった。のちに恒子は「 国

インターナショナリズム

際 主 義 」を
標榜するようになるが、それも IWSA と女性参政権
のおかげであったと言えよう。フォーセットは、1920
年に「国際主義」について、お互いの国を認める「普
通の健康な人間が自分の国に抱くような愛」であるナ
ショナリズムを土台として成立し、自分の国だけを愛
するような沈滞したものではないと説明している
が 38、これは恒子が 1929 年に述べている考えと似通っ
ている。

世人住インターナショナリズム（國際主義）
を、コスモポリタニズム（世界を家とする
主義）と同一視し、國際心の涵養は愛國心
を減少し、國家の存立を危くするものとし
て、之を退けるのである。然し國際主義は
國家の存在を認め、尙各々異れる風俗、習
慣、傳統、歴史、思想を尊重し、其特色を
其まゝ承け入れて、尙其間に圓滿なる聯絡
と協調を保持せんとするのであるから、國
際的安全保證は卽ち國家の安全保證となる
のではあるまいか 39。

のちに、彼女はこの国際主義の精神で汎太平洋婦人
協会の会頭となるが、その国際主義に目覚めさせたの
は、IWSA の大会への出席がきっかけだった。IWSA
との関わりは、恒子に女性参政権の必要性を認識させ、
同時に国際主義の重要性を実感させた。彼女は、日本
人の女性たちも女性参政権の実現を優先させなければ
ならない、そしてそれは、国際的な連携を通して行う
必要があると信ずるようになったのである 40。

スイスでの IWSA 大会を終えると、恒子は、イギ
リスに戻り、選挙権に関する講習会をイギリスのオッ
クスフォードで２週間受けた 41。この時に、フォーセッ
トに代表される穏健派によるイギリス女性参政権運動
を学んだと推測される。

日本に帰国するや否や、恒子は矯風会の久布白落実
を説得し始めた。矯風会内部に日本婦人参政権協会を
設立し、IWSA に加盟し、矯風会の目的の中に正式に
女性参政権を含めようと動いたのである。その結果、
1923 年５月にローマで開催された IWSA 第９回大会
の報告書の「IWSA の協会会員の完全なリスト」の欄
には、日本からとして恒子の氏名のみが掲載され 42、
久布白の氏名はないが、各国の女性運動の状況を報告
する箇所では、久布白によるフォーセットへの手紙が
日本からの現状報告として掲載されている。「日本の
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運動はまだ若いですが、すでにその田畑は刈り取るこ
とができるかのように輝いてゐます」と 43。

久布白落実は、矯風会の事務局長を務めていたが、
当初は女性参政権を自分たちの目的の中に含めること
に消極的であった。しかしながら、1916 年に飛田遊
郭の建設阻止に失敗し、さらに、1917 年に自分の意
思とは無関係に娼婦にさせられてしまった少女の救済
にも失敗したのち、久布白は女性参政権を真剣に考慮
し始めた 44。そして、これが 1921 年７月の矯風会内
部における日本婦人参政権協会の立ち上げにつながる
のである。 

この日本婦人参政権協会では、久布白が初代会頭と
なった。恒子が会頭に就任しなかったのは、結婚を通
じ、彼女が法的にはイギリス人であったため、女性参
政権協会の会頭は日本人がなるべきであると信じてい
たからであった 45。

５．イギリス女性参政権運動の紹介

矯風会の内部に日本婦人参政権協会を設置すること
に成功した恒子は、「たちどころに参政權を得られる
と思ふのは間違ひであると思はずには居られません」
が、「最も激烈に戰つて遂に最後の勝利を得た英國婦
人の参政權運動の歴史」を「研究の資」にするべきと
いう信念を持つようになった 46。彼女はイギリス女性
参政権運動を矯風会の仲間たちに紹介して教育するこ
とに熱心になり、『婦人新報』で「英國婦人は如何に
して参政權を得たるか」という記事を掲載した。この
記事の内容、構成、そして文章から、彼女が 1912 年
に出版されたフォーセットによる『女性参政権：偉大
なる運動の小史』を元にしていたのは明らかであ
る 47。

恒子は、戦闘派のパンクハーストの活動方法につい
て「學ばんと欲するものではない」と述べており 48、
彼女は穏健派のフォーセット率いる NUWSS の活動
を学ぼうとしていた。NUWSS は、集会やロビー活動
を通じ女性参政権を訴えた組織である。初期から
IWSA にも加わり、第一次世界大戦中は戦争協力をす
るため運動を中断しつつも IWSA との国の枠を超え
た国際的な繋がりを断ち切らなかった。恒子は、イギ
リス女性参政権運動は、100 年余りもの間もっとも暴
力的な闘いを継続してきたため、女性参政権の重要性
を理解していない日本は、彼女らから学ぶことがある
というのである 49。新婦人協会やその流れを継いだ婦
選獲得同盟が「母性保護法」を成立させるための手段
として女性参政権を求めていたのに対して 50、恒子は、

「日本婦人の悲しむべく又恥づべき現狀を改造し、道

徳的にも政治的にも婦人を男子と同等の水準にまで引
き上げる責任を持つてゐるのではないかと思ひます」
と、「英國婦人は如何にして参政權を得たるか」とい
う記事の結論で述べており 51、これは一部の女性に限
定されてはいるが既に女性参政権を獲得した NUWSS
が次の目標として挙げた、あらゆる場面での男女平等
の希求に通じる 52。NUWSS は、恒子が大きな影響を
受けたジュネーブの大会でも、スイスの代表団を中心
とした一派が IWSA の今後の方針としてそれまで通
り女性参政権が未だ実現されていない国を援助するこ
とを求めていた 53。また、一方で、オランダ、デンマー
クの代表団に、女性参政権の実現のみを目標とするの
ではなく、あらゆる側面における男女平等を求めてい
くことも IWSA の方針に入れるべきだと提案してい
る。

イギリスでの運動から学ぶべきだと強調する恒子の
影響を受けて、1922 年には、久布白がロンドンで
フォーセットに会い、IWSA の事務所を訪れた 54。久
布白も「婦人参政權とは何ぞや」という記事の中で、
フォーセットを引用し、イギリス女性運動においては、
女性に教育、そして職業の門戸が開かれていった後に
国政まで女性が介入していった道のりを紹介しながら

「参政權の第一義は實に機會の均等に有る」とイギリ
スの運動を見習うべきお手本として説明している 55。

英語を流暢に操れる恒子と久布白の努力によって、
日本の女性参政権運動は、海外との接点を作った。恒
子は、IWSA の『国際女性参政権ニュース』にも「日
本のキャンペーン」と題した記事を掲載し 56、国際的
な女性参政権ネットワークの中に日本を置き、あらゆ
る側面で女性を男性の水準まで上げるという考え方を
提示した。それによって、日本の現状がイギリスやア
メリカに追いついていない中でも、イギリスの
NUWSS や IWSA のもつ女性地位に関する国際的な
スタンダードを維持したのであった。

６．婦選獲得同盟の設立

1923 年４月に治安警察法の第５条２項の改正がさ
れると、女性参政権の問題はより多くの関心を惹きつ
けるようになった。女性は政治集会に参加することも
可能になった。それを受け、1924 年 12 月、矯風会内
部の日本婦人参政権協会と 1919 年に平塚と市川に
よって設立された新婦人協会の協力の下、婦選獲得同
盟が設立された。設立直後は、矯風会内部の女性参政
権協会が婦選獲得同盟を導いていた。久布白が同盟の
初代会頭に選出され、恒子は会計として同盟に参加し
た。婦選獲得同盟の結成当初、271 名中 200 名が矯風
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会の会員であった 57。
規約には、政党と結びつかずに中立を保つことが明

記され、どんな女性でも会員となることができた 58。
また、久布白と恒子は婦選獲得同盟のあり方について、
組織の連合体であることを求め、運動のたびに一致し
て行動すべきと考えた 59。それは 1894 年にフォーセッ
トの下に各種女性参政権組織が一つに連合して設立さ
れた NUWSS の組織運営そのままである。二人は、
イギリスの女性参政権運動のように、運動をより大衆
的なものにするために、あらゆる階層の人々に運動を
拡大しようと試みたに違いないが、そもそも矯風会自
体が中流の知的エリートたちの団体であった。国際的
な組織とつながりを持ったトランスナショナルな組織
であったにも関わらず、女性参政権に関心を持つ人々
は、日本の女性教員、キリスト教信者、フェミニスト
たちに限られていた 60。

一方で、婦選獲得同盟の議会でのロビー活動は、
1920 年代後半には活発になっていった。1928 年２月
の総選挙は、女性の投票権はまだ認められてはいな
かったものの、男性による初めての普選で行われた。
1930 年には「制限婦人公民法」が貴族院は通らなかっ
たが、衆議院は通過した。

しかし、この頃、久布白の会長辞職によって、婦選
獲得同盟における矯風会の影響力は弱まっていった。
婦選獲得同盟は、同一人物が類似の組織で役職につく
ことを禁じたのである。久布白と恒子は、両者とも矯
風会でも同盟でも役職についていた。この状況になっ
て、恒子が久布白に、矯風会の活動に注力するよう求
めたと言われている 61。こうして恒子は、久布白とと
もに同盟から身を引いたが、矯風会内部における女性
参政権運動は継続し、さらに年に一度、女性参政権組
織が集う全日本婦選大会を通して、同盟との関係を
保っていた 62。これ以降、女性参政権運動においては、
市川房枝が率いる婦選獲得同盟の活動が活発化し、同
盟における矯風会と恒子の関与は減少したため、日本
の女性参政権運動史において両者が果たした役割が注
目されてこなかった。しかし、海外の女性参政権運動
との接点をつくりあげ、海外の運動を取り込みながら、
日本の女性参政権運動に応用したのが矯風会であり、
そのきっかけとなったのが恒子であった。

7．終わりに

この頃、恒子の関心は、平和運動の方へと傾いていっ
たようである。IWSA と接点をもち、世界の女性運動
の動きを理解していた恒子にとっては自然な流れだっ
たのかもしれない。彼女は、1928 年にホノルルで開

催された第１回汎太平洋婦人会議に出席し、1930 年
代には女性平和会議や汎太平洋婦人協会など、平和運
動や汎太平洋地域の女性たちの連帯のために働いた。
そして、1934 年には汎太平洋婦人協会の第２代会長
に選出された。安武は、戦間期において、「汎太平洋
地域の女性たちの国際主義の盛り上がり」があったと
指摘しているが、この時代の女性運動の担い手のひと
りであった恒子は、国家の協調関係の維持が平和を保
つことにつながると考え、海外との関係を維持し続け
た 63。この時期、海外との繋がりがある者は、売国奴
とみなされる危険性があり、実際、恒子の自宅にはし
ばしば警官がよく訪れたという 64。

他方で、婦選獲得同盟は、市川の主導のもと、日本
の女性参政権運動を導き続けた。1933 年に、同盟の
機関誌『婦選』で市川は、過去においても現在におい
ても日本の女性参政権運動と国際的な運動との間の結
びつきは強くはなかったと指摘し、続けて、恒子らが
海外で開かれる会議に出席し続けたにも関わらず、日
本と国際的な女性参政権運動の間の親和性があるかど
うかは疑わしいとも伝えている 65。この説明に矯風会
と同盟の溝が広がっていった状況を伺うことができ
る。しかし、同盟が恒子の平和維持活動に懐疑的であっ
たとしても、彼女は日本と海外の接点として働き続け
ていたのであった。

1930 年代において、日本は徐々に戦争へと向かっ
ていた。また、女性参政権運動も生活改善運動や消費
者運動などへと変化していた。1937 年７月には中国
との戦争が始まり、1938 年３月 13 日には女性参政権
組織が複数集まった時局婦人大会が開催され、政府を
支持することが求められた。恒子もその場にいた。同
盟の機関誌『婦人展望』は、アメリカとイギリスの参
政権活動家たちも戦時中は戦争を支持したと説明して
いる 66。そうした時代背景の中、女性参政権運動を継
続させることはできず、婦選獲得同盟も 1940 年に解
散せざるを得なかった。

恒子は、戦後になって反戦を強く訴えなかったこと
を後悔しているが 67、時代の雰囲気の中でそれは難し
いことであったことは想像に難くない。日本の女性参
政権運動史では、市川房枝と婦選獲得同盟の活躍した
時期に焦点が当たりがちであるが、婦選獲得同盟の設
立への流れの中には、IWSA との関わりの中での国際
的な女性参政権運動の動きとイギリスの穏健派の女性
参政権組織 NUWSS のノウハウが活きている。それ
を日本に伝えたのは、恒子と矯風会であった。
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